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　 守りたい県民がいる   

ひ と

  

守るべき故郷がある
ば し よ

　警察官Ａ(早期枠SPI方式)採用試験、受験者募集中

です！ 

 　

 　警察官Ａ（早期枠ＳＰＩ方式）の採用試験を行います。

   採用予定人員及び受験資格は次のとおりです。

 　

 

 　

 

 

 

 　

 　

　これまで７月に第１次試験を実施していた採用試験は、「警察官Ａ（通常枠）」として引

 き続き実施する予定です。

　また、「警察官Ａ（早期枠ＳＰＩ方式）」の受験申込者は、「警察官Ａ（通常枠）」と併願

 することができます。

 　

 

　　受 付 期 間　　３月２日（月）～４月10日（金） 

 　　　　　　　　　　　　

　　第 １ 次 試 験　　４月15日（水）～４月30日（木）のうち、受験者が選択する日 

 　　　　　　　　　　　　

　　試 験 場 所　　ＳＰＩ３テストセンター 

 　　　　　　　　　　　　（受験者が選択するリアル会場又はオンライン会場）

 

    第 １ 次 試 験 

　　合 格 発 表　　
５月15日（金）予定

 

 

 

  ◎受験手続及び試験案内                  ◎その他の問合せ先

    青森県警察本部採用情報ホームページ　　  青森県警察本部警務課人事採用戦略室

　　                            50120-337-314 

 

 

 　　　　 　　　　　　　　　　

 　

試験区分

警察官Ａ（早期枠SPI方式）

男性 30人程度

女性 12人程度

平成３年４月２日以降に生まれた者で学校教育法による大
学（短期大学を除く）を卒業した者又は令和９年３月31日
までに大学を卒業する見込みの者

採用予定人員 受験資格



　　あなたのあなたの心心に寄り添うに寄り添う 

　　　　相談電話があります。　　　　相談電話があります。 

                                                 　捜査第一課 

 

　
性犯罪の被害にあわれた方は、「恥ずかしい。」「自分にも落ち度があった。」 などと思

 い込み、誰にも言えずに、一人で苦しんでしまう傾向があります。
 

　 被害にあわれた方は決して悪くありません。
 

   悪いのは卑劣な犯人です！
 

   青森県警察本部では、性犯罪の被害にあわれた方やそのご家族・ご友人の 方等を対象

 とした、性犯罪被害専用の相談電話 「性犯罪被害１１０番」を 設置しています。
 

   

 

　あなたは１人ではありません。まずは相談しませんか？　　 

　 

 

 

 

　 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　

 　

 　

 

　　　　　　　　　　　　
※　当直時間帯は、女性の警察官が不在の場合もあります。 

　　　　　相談？被害届？あなたの要望に応じて柔軟に対応します。　 

捜査の担当は、被害にあわれた場所を管轄する警察署となりますので、相談がなされ

ると、必要に応じて相談窓口から管轄警察署または最寄りの警察署へ情報提供をします。 

その後、情報提供を基に日程を調整し、担当がお話を聞くことになります。 

相談のみで終了することもできますし、犯人への処罰が希望であれば犯人検挙に向け

た捜査を開始します。（事情聴取、書類作成、証拠品の提出等にご協力頂きます。） 

被害者の精神的、経済的負担を軽減するための各種支援もありますので、お気軽にお

尋ね下さい。 

「 性  犯  罪  被  害  １  １  ０  番  」  

0120 - 89 - 7834 

【全国共通相談電話】＃８１０３（ハートさん） 

　＊　全国共通相談電話は、ダイヤルすると発信された地域を管轄する各都

　　道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。  

　　　ＩＰ電話から発信すると通話料が発生する場合やつながらない場合が

　　あります。  

曜　日 時　間 受　付　者

月～金

8:30～17:15
希望する性別の

警察官が対応

上記以外の時間 当直の警察官が対応

土・日・祝祭日 24時間 当直の警察官が対応



みんなの力で暴力団を追放しよう 

 

                                                                  
捜査第二課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 ・暴力団を「恐れない」 

　　　（「誤ったイメージ」から、恐れることは暴力団を助長させます） 

 　・暴力団に「金を出さない」 

   　 （金が「腐れ縁の元」、暴力団を支援・容認することになります） 

　・暴力団を「利用しない」 

　    （すべてを「金づるにする」、それが暴力団なのです） 

　　プラス１→暴力団と「交際しない」  

 

 　暴力団が関与する犯罪等の通報を匿名で受付け、有力な情報を提供した方に対して、

 情報料（最大１００万円）が支払われる制度です。

 　 ０１２０－９２４－８３９ 

 http://www.tokumei24.jp 

 　 （電話受付は月～金　１０：００～１７：００） 

 

 

 

 

 

 

 

 暴力団が恐れるもの

 それはあなたの暴力団を恐れない「勇気」なのです。

暴力団に関する相談窓口 

お近くの交番、警察署又は（公財）青森県暴力追放県民センターへご相談ください。 

　★♯９１１０（プッシュホン 電話）又は警察０１７－７３５－９１１０ 

　★暴力追放県民センター０１７－７２３－８９３０（ナニサ　ヤクザ　ゼロ）



　 春の全国交通安全運動のお知らせ 

 

                                                      　　　　　　
交通企画課

 

１　期間 

　　令和８年４月６日（月）から４月１５日（水）までの１０日間 

    交通事故死ゼロを目指す日　４月１０日（金） 

 

２　運動の重点 

 (1)  通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保に努めましょう。 

　　　新入学児童の保護者の方は、お子さんと一緒に通学路を歩く練習をし、危険な場所

    や道路の正しい横断方法などについて教え、注意を促しましょう。 

　　　また、こどもに限らず、歩行者は、横断歩道を渡る、信号を守るなど基本的な交通

    ルールを守るほか、横断歩道を渡る際は手をあげるなどして、運転者に対し横断する

    意思を明確にし、停止したドライバーに対してお辞儀をするなど、ハンド＆サンクス

    を実践しましょう。 

 

 (2)  歩行者優先の意識を持った安全運転を心掛け、ながらスマホは、絶対にしないよう

    にしましょう。 

　　　横断歩道は歩行者優先です。 

　　　横断歩道等に歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停

    止可能な速度で進行する義務があります。 

　　　歩行者優先を意識し、思いやり・ゆずり合いの気持ちを持った運転を心掛けましょ

    う。 

　　　また、ながらスマホは、画面に意識が集中してしま 

    い、周囲の危険を発見することができないことから、 

    死亡・重傷事故を起こす可能性が高くなり、非常に危 

    険ですので、絶対にやめましょう。    

 

 (3)  自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールを守りましょう。　 

　　　昨年は、青森県内の交通事故死者数は減少しましたが、自転車事故による死者は増

    加しています。 

　　　また、本年４月からは、自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）が導入さ

    れ、違反をすると反則金の納付を求められます。 

　　　自転車による交通事故を防止するためにも、「自転車安全利用五則」を始めとする

　　基本的な交通ルールを守りましょう。 

      また、自転車事故の被害軽減のためにも、自転

　　車に乗車する際は、ヘルメットを着用しましょう。

  

 

 

 



自転車の交通事故を防止しよう 

 
交通企画課

 

自転車の交通反則通告制度（青切符）導入！！ 

　全国的に交通事故件数が減少傾向になる中、自転車の交通事故件数は横ばいで推移して

おり、自転車側にも法令違反が認められる場合が多いなど、自転車を取り巻く交通事故情

勢は厳しくなっています。 

　そこで、本年４月から、自転車も車両として交通ルールの遵守を図るため、16歳以上

の全ての自転車運転者に対して、交通反則通告制度（青切符）が導入されることとなりま

した。 

　交通反則通告制度とは、運転者が一定の違反行為をした場合、期間内に反則金を納めれ

ば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。 

　自転車の交通ルールをしっかり守りましょう。 

●　自転車の取締りの基本的な考え方 

交通ルールを守り、自転車事故を防止しましょう！！ 

自転車の交通違反

・警告に従わず違反を続けた

・車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた

・交通事故に直結する危険な運転行為

反則告知（青切符）
16歳以上の者による反則行為

● 指導・警告を経ず検挙の対象とな

る違反（例）
・ ながらスマホ 反則金12,000円

・ 遮断踏切立入り 反則金7,000円

・ 自転車制動装置不良 反則金5,000円

納付（払う）不納付（払わない）

終結

刑事手続きへ

・ 刑事裁判

・ 家庭裁判所の審判

反則金

悪質性・危険性が高い
・飲酒運転等

赤切符

（交通切符）

による取締り

悪質性・危険性が低い
・スピードを出して歩道を通行

・16歳未満の者による違反

指導警告



 

 

 

 

 

 

 

 

　運転に支障がある病気等にかかった方やそのご家族等からの相談のほか 

　　・　運転に不安のある方 

　　・　運転免許証の返納についてお悩みの高齢者の方 

　　・　上記にあてはまる方のご家族等 

からの相談も受け付けております。 

 

  安全運転相談窓口は、 

　　・　青森県運転免許センター 

　　・　八戸、弘前、むつ自動車運転免許試験場 

　　・　県内各警察署 

に設置しております。　　 

　希望する相談場所へ事前にお問い合わせの上、ご相談ください。 

 

 

 

　 

　病気や身体に障害を有する方の運転免許の取得に関すること、高齢者等の運転

の継続に関すること、運転免許証の返納に関することなどのご相談を受け付けて

おります。 

 

　　・　全国統一の電話番号 

　　　　＃８０８０（シャープハレバレ） 

　　・　受付時間 

　　　　午前９時から午後４時まで 

（土、日、休日及び年末年始を除く） 

　 

お問い合わせ先 

青森県警察本部交通部運転免許課　 

高齢運転者等支援係・運転免許管理係 

☎０１７－７８２－００８１ 

 



　 

 

 

 

 

 

                                                        　　　　　警備第一課 

 

 

 

  右翼等は、領土問題、歴史認識問題などをめぐ

り、活発な街頭宣伝活動等に取り組んでいます。 

  今後も、国内外の諸問題に敏感に反応し、日本

政府や関係諸国等に対する執ような抗議行動を行

うものとみられ、その過程で、政府要人、政府機

関、外国要人、外国公館等に対するテロ行為を引

き起こすおそれがあります。 

 

 

 

  令和７年中、右翼によるテロ、ゲリラ事件はありませんで

したが、資金獲得を目的とした詐欺事件や恐喝事件等の違

法行為が発生しています。 

 

 

 

 【令和７年中の右翼による違法行為の検挙状況（全国）】 

右翼運動に伴う事件の検挙
    12 件

   22 人

資金獲得を目的とした事件の検挙
    16 件

   19 人

右翼及びその周辺者からの銃器押収    ２ 丁
 

 

 

 

　

　　　　                                                        

                                             　

右翼等の動向

右翼の違法行為

右翼の検挙状況

　　右翼等による違法行為の 

　　　　　取締りに御協力を！

　警察は、右翼等の違法行為に厳正に対処しています。 

　右翼等の違法行為に関する情報提供をお願いします。



ドローン等を飛ばす前に必ず確認してくださいドローン等を飛ばす前に必ず確認してください 
 
                                                    　　　　　　　　警備第一課 

 

 ドローン等を飛行させる場合は、 

   ○ 小型無人機等飛行禁止法 

   ○ 航空法 

の規制を受ける場合があります。 

 飛行させる前にしっかりと法律の規制を確認し、必要な手続を行うなど 

飛行計画を立てましょう。 

         

                                            　　
対象：重量を問わない

 

○　重要施設及びその周囲おおむね300ｍの周辺地域の上空       

　における小型無人機等の飛行が禁止されています。 

○　当該地域で小型無人機等を飛行させる場合は、 

　　　　施設管理者または土地所有者・占有者の同意 

　を得た上、飛行を開始する48時間前までに 

　　　　●　青森県公安委員会への事前通報 
      （窓口は施設を管轄する警察署）     
　　　　　 （周辺地域に海域が含まれている場合は、管区海上保安本部長へも通報が必要） 
　　　　●　重要施設管理者への事前通報 
           （防衛関係施設の管理者から同意を得た方は、一定の条件の下、通報が不要
      となる場合がある。） 
 が必要です。 

○　県内では、防衛関係施設、原子力事業所など24か所が 

　指定されています。（令和８年２月現在） 

　※　詳細は、青森県警察ＨＰを確認してください。

                     　 　対象：重量100ｇ以上のもの 

◎　飛行禁止空域 

　　・空港周辺  
    ・緊急用務空域 

　のいずれかで飛行させる場合
 

　　・150ｍ以上の上空 
　は国土交通大臣による許可が

 
  　・DID(人口集中地区) 　必要です。 　

◎　禁止されている飛行の方法 

　　① 飲酒時の飛行　② 危険な飛行　③ 夜間での飛行　④ 目視外飛行 
　  ⑤ 距離の確保　⑥ 催し場所での飛行　⑦ 危険物輸送　⑧ 物件投下 
　　 ＜③～⑧の方法で飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。＞ 

※　上記のほか、飛行前確認、衝突予防が必要になります。

航空法の 規制

小型無人機等飛行禁止法の規制



 
 
 
 
 

　                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外事課 
 爆 発 物 の 原 料 と な り 得 る 化 学 物 質爆 発 物 の 原 料 と な り 得 る 化 学 物 質

 　昨今、海外のテロで使用された爆発物は、身近な生活用品等から製造されたと報道され
ております。

 
　また、国内では、薬局、ホームセンター、インターネット等で購入した材料から爆発物
を製造する事案が発生しています。 
　警察では、過去に国内外の事案で、爆発物の原料に悪用されたことがある化学物質11
品目を爆発物の原料となり得る化学物質として指定し、対策を強化しています。   

 

                

 

  
　また、以下の５品目についても、爆発物の原料に悪用される可能性を踏まえ、指定 
11品目に準じて特に注視しています。 

                                                                              

 

　以上を踏まえ、警察では、薬局、ホームセンター等の店舗、企業本社、業界団体や学校

等への個別訪問を継続的に行い、管理強化等を要請しています。
 

 

皆様へのお願い 

 　日常生活で、

    ○　近所で薬品の臭いがすることがある、爆発音を聞いた 

    ○　異様に爆発物に興味を持っている人を見た・聞いた 

    ○　インターネット動画サイトで爆発物の製造方法を見つけた 

などの際は、遠慮なく直ちに警察へ通報してください。 

　また、指定11品目及び追加５品目取扱店の皆様におかれましては、日々携わ

る接客業務等で培われたプロの目で、「ん？この客、ほかの客とは違うな？」と 

察知したときは、速やかに通報をお願いします。    



～４月の広報予定～ 

 

○　ラジオ放送予定 

　　 エフエム青森「あおもり・ふぁん」（毎週月曜日～金曜日 16：55 ～ 17：00）

   第２週（6日から10日） ・春の全国交通安全運動について

 

　　 RABラジオ「県広報タイム」（毎週月曜日～木曜日 ７：30 ～ ７：35）

   第１週（１日から２日） ・自転車の交通事故防止について

   第４週（20日から２３日） ・高齢者の交通事故防止について 

 ・警察行政職員（大卒）募集のお知らせ

・みんなの力で暴力団を追放しよう

    第５週（27日から30日） ・警察官Ａ募集のお知らせ

・ネットトラブルを防止しよう

 

○　音楽隊の派遣予定 

   ４月６日（月）  「春の全国交通安全運動」県民総決起大会及びパレード 

      14：20 ～ 14：30（青森市：アスパム）

   ４月７日（火）  令和８年度青森県警察初任科入校式 

       ９：45 ～ 10：00（青森市：青森県警察学校体育館）

  ４月８日（水）  春の全国交通安全運動「つがる市民交通事故防止総決起大会」 

   15：00 ～ 15：30（つがる市：生涯学習交流センター「松の館」）  

   ４月15日（水） 令和８年度「青森市民大学・大学院入学式」 

      14：20 ～ 15：00（青森市：アウガ）

   ４月20日（月） 弘前地区春の安全・安心まちづくり推進大会 

      15：20 ～ 15：50（弘前市：青森県武道館）

   ４月25日（土） 警察フェアinさんのへ 

      12：00 ～ 12：45（三戸町：国史跡三戸城城山公園）

   ４月28日（火） 青森県警察音楽隊ミニコンサート

    12：15 ～ 12：45（青森市：青い森公園）

   ４月29日（水） 「春の安全・安心まちづくり旬間」に伴うコンサート 

     13：00 ～ 14：00（八戸市：八戸公園）
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